
目
　
　
　
次�

示�

告�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
西
部
創
造
）

一

○

〃

（

〃

）

二

○
埼
玉
県
山
西
省
友
好
記
念
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定
（
み
ど
り
自
然
課
）

二

○
埼
玉
県
長
�
総
合
射
撃
場
の
指
定
管

理
者
の
指
定

（

〃

）

二

○
埼
玉
県
み
ど
り
の
村
の
指
定
管
理
者

の
指
定

（
森
づ
く
り
課
）

二

○
埼
玉
県
森
林
科
学
館
の
指
定
管
理
者

の
指
定

（

〃

）

二

○
秋
ヶ
瀬
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

（
公

園

課
）

二

○
森
林
公
園
緑
道
の
指
定
管
理
者
の
指

定

（

〃

）

二

○
久
喜
菖
蒲
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指

定

（

〃

）

三

○
所
沢
航
空
記
念
公
園
の
指
定
管
理
者

の
指
定

（

〃

）

三

○
し
ら
こ
ば
と
公
園
、
川
越
公
園
及
び

加
須
は
な
さ
き
公
園
の
指
定
管
理
者

の
指
定

（

〃

）

三

○
秩
父
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

（
公

園

課
）

三

○
さ
き
た
ま
緑
道
及
び
花
の
里
緑
道
の

指
定
管
理
者
の
指
定（

〃

）

三

○
み
さ
と
公
園
及
び
吉
川
公
園
の
指
定

管
理
者
の
指
定

（

〃

）

三

○
彩
の
森
入
間
公
園
の
指
定
管
理
者
の

指
定

（

〃

）

三

○
上
尾
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指

定

（

〃

）

四

○
和
光
樹
林
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指

定

（

〃

）

四

○
新
座
緑
道
の
指
定
管
理
者
の
指
定

（

〃

）

四

○
狭
山
稲
荷
山
公
園
の
指
定
管
理
者
の

指
定

（

〃

）

四

○
権
現
堂
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

（

〃

）

四

○
秩
父
都
市
計
画
公
園
の
変
更

（

〃

）

四

○
県
道
志
木
停
車
場
線
の
区
域
の
変
更

（
朝
霞
県
土
）

五

○
県
道
志
木
停
車
場
線
の
区
域
の
変
更

（
朝
霞
県
土
）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
秩
父
県
土
）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

六

○

〃

（

〃

）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

六

○

〃

（

〃

）

七

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

七

○
埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
の
指
定
管
理

者
の
指
定
（
生
涯
学
習
文
化
財
課
）

七

○
埼
玉
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の

指
定

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

七

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
奥
武
蔵
児
童
教
育

活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

岩
崎

義
廣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
飯
能
市
東
町
十
四
番
地
九
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
西
部
地
域
の
住
民

に
対
し
、
地
域
文
化
の
普
及
及
び
伝
統
文
化

の
継
承
並
び
に
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
健
全
な
次
世
代
育
成
と
地
域
社
会
の
教

育
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
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埼
玉
県
告
示
第
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ａ

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

明
石

潤
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
朝
霞
市
根
岸
台
三
丁
目
八
番
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
主

に
地
域
の
住
民
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及

と
振
興
を
図
り
、
生
涯
を
通
じ
て
豊
か
な
ス

ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
送
る
事
が
で
き
る
ス
ポ
ー

ツ
文
化
の
根
付
い
た
社
会
の
形
成
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
山
西
省
友
好
記
念
館
の
指
定

管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
小
鹿
野
町
振
興
公
社

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
両
神
薄
二
千
九

百
六
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
長
�
総
合
射
撃
場
の
指
定
管

理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
秩
父
開
発
機
構

埼
玉
県
秩
父
市
東
町
二
十
九
番
二
十
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
み
ど
り
の
村
の
指
定
管
理
者

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
�
橋
造
園

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
二
十

七
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
森
林
科
学
館
の
指
定
管
理
者

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社

埼
玉
県
行
田
市
大
字
真
名
板
千
九
百
七
十

五
番
一

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
秋
ヶ
瀬
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁

目
百
三
十
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
森
林
公
園
緑
道
の
指
定
管
理
者
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司
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一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
公
園
緑
地
管
理
財
団

東
京
都
港
区
麻
布
台
二
丁
目
四
番
五
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
久
喜
菖
蒲
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

日
本
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
一
丁
目

十
二
番
一
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
所
沢
航
空
記
念
公
園
の
指
定
管
理
者

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

�
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会
・
�
日
本
科
学

技
術
振
興
財
団
グ
ル
ー
プ

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁

目
百
三
十
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
し
ら
こ
ば
と
公
園
、
川
越
公
園
及
び

加
須
は
な
さ
き
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁

目
百
三
十
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
秩
父
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

秩
父
開
発
機
構
・
西
武
造
園
グ
ル
ー
プ

埼
玉
県
秩
父
市
東
町
二
十
九
番
二
十
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
さ
き
た
ま
緑
道
及
び
花
の
里
緑
道
の

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
清
香
園

埼
玉
県
本
庄
市
朝
日
町
三
丁
目
二
十
二
番

四
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
み
さ
と
公
園
及
び
吉
川
公
園
の
指
定

管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁

目
百
三
十
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
彩
の
森
入
間
公
園
の
指
定
管
理
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

入
間
公
園
・
西
武
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十

五
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

－３－
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埼
玉
県
告
示
第
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
上
尾
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁

目
百
三
十
番
地

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
和
光
樹
林
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

和
光
市

埼
玉
県
和
光
市
広
沢
一
番
五
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
新
座
緑
道
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

新
座
市

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
一
丁
目
一
番
一
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
狭
山
稲
荷
山
公
園
の
指
定
管
理
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

狭
山
市

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
一
丁
目
二
十
三
番

五
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
権
現
堂
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

イ

幸
手
市

埼
玉
県
幸
手
市
東
四
丁
目
六
番
八
号

ロ

北
�
飾
郡
栗
橋
町

埼
玉
県
北
�
飾
郡
栗
橋
町
大
字
間
鎌
二

百
五
十
一
番
地
の
一

二

管
理
す
る
区
域

イ

幸
手
市
が
管
理
す
る
区
域

幸
手
市
大
字
高
須
賀
、
大
字
権
現
堂
、

大
字
内
国
府
間
及
び
北
三
丁
目
地
内

ロ

北
�
飾
郡
栗
橋
町
が
管
理
す
る
区
域

北
�
飾
郡
栗
橋
町
大
字
小
右
衛
門
及
び

幸
手
市
大
字
外
国
府
間
地
内

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秩
父

都
市
計
画
公
園
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
公
園
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

秩
父
市
野
坂
町
二
丁
目
、
熊
木
町
、
大
宮

字
坂
氷
、
大
宮
字
熊
木
上
、
大
宮
字
藤
井
、

大
宮
字
野
坂
町
上
、
大
宮
字
桐
畑
及
び
大
宮

字
日
野
田
上
地
内

二

都
市
計
画
に
係
る
公
園
の
名
称

五
・
六
・
〇
二
号

羊
山
公
園

－４－
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

志
木
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

志
木
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一

号
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

第
一
七
〇
三
三
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

第
一
九
〇
一
四
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
番
一
二
地
先
か
ら
同
市
本
町
五
丁
目
二
一
二
七

番
八
地
先
ま
で

八
・
八
五

〜
一
八
・
〇
〇

一
二
〇
・
〇
〇

街
路
整
備
工
事
に
よ
る

新

志
木
市
本
町
五
丁
目
二
一
二
三
番
二
〇
地
先
か
ら
同
市
本
町
五
丁
目
二

一
二
七
番
八
地
先
ま
で

一
八
・
〇
〇〜

一
八
・
〇
〇

二
二
・
二
五

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
四
番
三
地
先
か
ら
同
市
本
町
五
丁
目
一
九

九
三
番
一
地
先
ま
で

九
・
〇
二

〜
九
・
〇
三

二
八
・
〇
〇

街
路
整
備
工
事
に
よ
る

新

九
・
〇
三

〜
三
九
・
四
〇

－５－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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比
企
郡
小
川
町
大
字
飯
田
字
打
越
三
三
八

―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
小
川
町
大
字
飯
田
二
七
九

鷹
觜

典
之

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
七
五
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

杉
整
第
一
三
八
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
一
丁
目
一
八
〇
三

―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社

飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
七
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

杉
整
第
一
三
八
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
九
一
九
―

一
四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社

飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
〇
九
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
三
九
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
池
ノ
房
三

五
四
九
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

七

号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
字
中
大
浜
五
一
六
番
三

三
号
、
五
一
六
番
三
四
号
、
五
一
六
番
三
五
号

五
・
〇
〇

一
〇
七
・
六
六

秩
父
市
中
村
町
四
丁
目
一
〇
番
一
五
号

株
式
会
社

宅
建
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

中
田
勝
輝

－６－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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茨
城
県
つ
く
ば
市
並
木
四
丁
目
一
―
一

高
澤

日
出
夫

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
〇
〇
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
三
九
九
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
鷲
宮
字
二
枚
橋
三

五
四
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

久
喜
市
本
町
四
丁
目
五
番
三
一
号

有
限
会
社

勧
銀
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

代

表
取
締
役

玉
垣
拓
雄

埼
玉
県
教
委
告
示
第
一
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

日
時

平
成
二
十
年
一
月
十
日

午
前
十
時

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
の
指
定
管
理

者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
乃
村
工
藝
社

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
六
番
四
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
四
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

財
団
法
人
埼
玉
県
体
育
協
会
・
株
式
会
社

サ
イ
オ
ー
共
同
事
業
体

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
七
丁
目

十
二
番
四
号

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －７－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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